
おもな内容
●できる限り住み慣れた地域で
　自分らしい暮らしを続けるために�…2
●南魚沼市水道事業の現状と課題�……4
●新型コロナウイルス感染症の
　ワクチン情報�…………………………8
●各課からのお知らせ�………………11
●市長の一言日記�……………………26

おにぎり上手にできたよ！おにぎり上手にできたよ！
　　　　～　　　　～五日町保育園五日町保育園～～



できる限り 住み慣れた地域で自分らしい 暮らしを続けるために

【問合せ】南魚沼市地域包括支援センター　☎７７３・６６７５
大和地域包括支援センター　　　☎７８８・０１０６
塩沢地域包括支援センター　　　☎７８２・０２５２

～介護予防シリーズ①～

　南魚沼市の 65 歳以上の高齢者人口は、令和３
年３月末現在で 18,563 人、高齢化率は 33.75％で
市内人口の３人に１人は高齢者です。この高齢
化現象は今後も続くと予測されています。
　近年、家族形態は大きく変化し、子どもとは
別々に暮らしているなど、核家族化が進み、高
齢者の 1人暮らしや高齢者だけの世帯の割合が
多くなってきています。

　このような状況の中でも、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしができるよう、住まい・医療
や介護・介護予防・生活支援の各分野が互いに
連携しながら高齢者を支え合う体制を整えるこ
とが急務となってきました。
　この体制を「地域包括ケアシステム」といい、
各市町村が地域の自主性や主体性に基づき作り
上げていく必要があります。

地域包括ケアシステムを植木鉢に例えると…

皿

　�　自分がどういう生活を送りたいのか、
という気持ちと家族の心構えが重要で
あることを表します。住まいと住まい
方をそれぞれの暮らしの条件に合わせ
て決めていくということです。

　市では、介護人材の確保や医療の問題の解決
について取り組んでいますが、地域包括ケアシ
ステムを支えていくためには、民間企業やボラ
ンティア、ＮＰＯ法人、そして高齢者自身が地
域づくりに積極的に参加することが重要となり
ます。
　だれもが老い、介護を必要とします。他人ご

とではなくみんなで考え、自分ができることを
行い、助けあっていくことが必要です。
　市の地域包括支援センターは、医療や介護・
福祉の関係機関と連携し、高齢者の総合相談、
介護予防・自立支援や権利擁護など、さまざま
な面から生活や社会参加を支援しています。

葉っぱ

　�　高齢者の心身の状態に合わせて行
う「医療・看護」「介護・リハビリテー
ション」「保健・福祉」など、主に
専門職が行うサービスを表します。
葉っぱが茎でつながるように、多職
種が連携していきます。

土

�　�　日常生活を通じて介護予防や生活
支援を実践していく地域での生活を
表します。社会に参加し、地域の中
でお互いに生活を支えあう事の継続
が結果的に介護予防につながりま
す。土が豊かであれは、葉っぱが茂
ります。
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次世代につなげる
　　企業からのメッセージ

シリーズで、市が誇る優れた技術や人物などを有する企業を紹介します

ネクスト

Minami  Uonuma  NEXT
エム ユー

〒 949-6423　南魚沼市舞子 2056 番地 108

☎７８３・３２１１　FAX ７８３・３２１９

株式会社 舞子リゾート

シリーズ �

オールシーズンリゾートをめざして
　昭和 34 年 12 月にスキー場を開業し、今年度で 63 シーズン目を迎えます。
スキー場の他にも「舞子高原ホテル」の運営や、ディスクゴルフ、グラウン
ド・ゴルフ、オートキャンプ、グランピングなどの施設も運営しています。
　この夏、グランピング施設には、新たにドームテントを 5つ増設して 18
サイトを運営し、全国のグランピング施設の中でもトップクラスの規模と
なっています。冬期間はもちろんのこと、年間を通じて、県内外から多くの
お客さまからおこしいただけるオールシーズンリゾートをめざしています。

今の仕事や職場について語ってもらいました

次世代をつなぐ社員

鈴木 俊
しゅんと

登さん

林市長

市�長　この会社で働くきっかけは？
鈴�木　私は三重県の出身ですが、大学でスキーを始
めて、スキー場で働きたいと思い、ここで働くこ
とにしました。

市�長　この会社の良いところは？
鈴�木　アットホームなところです。こちらに引っ越
してきて右も左もわからない中、会社のみなさん
が親身になって、お勧めのお店や、暮らし方につ
いて教えてくれました。

市�長　主な業務は？
鈴�木　現在は主に広報業務を行っています。夏に来
たら冬も来たくなったというお客さまや、冬に来
たら夏の取り組みに興味を持ってくださったお客
さまなど、四季を通して舞子リゾートに来ていた
だいているので、季節の移ろいなど時期に応じた
魅力を情報発信していきたいです。舞子リゾート

を拠点にそういった環境づくりができれば
と思っています。

市�長　南魚沼にあったらいいと思うものは？
鈴�木　映画館ですね。映画を見たくても長岡
まで行かなくてはならないため、映画館が
あるとうれしいです。

市�長　南魚沼市ではドライブインシアターを
実施しています。今後は、新作映画などの
上映やスキー場でドライブインシアターを
開催するなど、新しい取り組みを実施して
いきたいと思っています。

市�長　今後やってみたいことは？
鈴�木　この舞子の広いフィールドを使って、
関東からアウトドアを目的に来てくれるお
客様を巻き込んだ大きなイベントを行い、
魅力を発信していきたいです。

左から副支配人 伊島達也さん、

鈴木俊登さん、林市長

グランピング施設
（ドームテント）

企業募集中　掲載を希望する場合は、商工観光課 商工振興班（☎ 773・6665）までお問い合わせください。
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～第４回 水道料金改定に向けた検討～～第４回 水道料金改定に向けた検討～

南魚沼市水道事業の現状と課題南魚沼市水道事業の現状と課題

【問合せ】水道課　☎７７４・３１４１

現在の水道料金から見えること

　水道の供給元をみなさんが自由に選ぶことは
できないので、多くの人が疑問を感じるような
料金制度は、見直す時期がきていると判断して
います。
　水道事業の現状と課題の最終回では、「水道料
金の改定」に向けた検討の経過についてお知ら
せします。

　水道料金体系は、以前は多くの水道事業体で
南魚沼市と同じ「用途別料金」を採用していま
したが、今は水を多く使用する人が、相応の料
金を負担する「口径別料金」が主流になってき
ました。また基本水量を 10 ㎥とする設定は、使
用量が少ない人からすると「割高感が大きい」
といわれても仕方がありません。

南魚沼市の水道料金表 料金の比較

用　途　区　分
使用水量

（m3）

水道料金

（円・税込）

一般用

基本料金 0～10 2,460

超過料金

11～
5,000 246

5,001～
10,000 214

10,001～ 134

温泉旅館用

基本料金 0～300 50,264

超過料金
301～
1,000 171

1,001～ 95

公衆浴場用

基本料金 0～300 16,042

超過料金
301～
1,000 69

1,001～ 48

臨時用
基本料金 0～10 3,850
超過料金 11～ 385

旧簡易水道
一般用

基本料金 0～10 2,246
超過料金 11～ 246

※�超過料金は1m3あたりの金額ですが、使
用水量が多くなるほど１m3あたりの料
金が安くなる設定になっています

　現在の南魚沼市の水道料金は用途ごとに区分しており、使用量が多くなると、一般家庭に比べて「温

泉旅館」や「公衆浴場」の方が料金は安くなります。また近隣市の十日町市と比べると、25mm以上のメ

ーターを設置し使用量が50m3の場合は南魚沼市の方が安くなります。しかし、十日町市は基本料金が高

く超過料金は安い設定のため、使用量が増えていくと逆に南魚沼市の方が高くなります。

例えば、１か月に300m3使用すると・・・

一般家庭用：73,800円（2,460円+246円×290m3）
温泉旅館用：50,264円（基本料金内）
※一般家庭より23,536円安い

公衆浴場用：16,042円（基本料金内）
※一般家庭より57,758円安い

近隣市（十日町市）と比べると・・・

１か月に50m3の使用量で比較

・南魚沼市：12,300円（全メーターサイズで同額）
・十日町市は次のとおり

※�温泉旅館用は、「温泉資源を有効に利用して四季観光
の振興を推進する」、公衆浴場用は、「公衆衛生の向
上に寄与する」ことを理由に決定されたものです（現
在、温泉旅館用を認められている使用者は13件、公衆
浴場用は３件です）

メーター 水道料金 南魚沼市と比べて

13mm 10,010円
2,290円安い20mm 10,010円

25mm 12,716円 416円高い

30mm 13,068円 768円高い

40mm 14,487円 2,187円高い

50mm 17,094円 4,794円高い

市報 みなみ魚沼　令和3年11月1日発行　4



料金体系の推移と改定に向けた検討

全国の水道事業体が採用している料金体系の推移
　昭和 40 年ごろの料金体系は、ほとんどの水道事業体が用途別料金でしたが、現在は約６割の水道事業
体で口径別料金を採用しています。

昭和40年 昭和60年 平成16年 平成26年 令和２年

事業体数 比率 事業体数 比率 事業体数 比率 事業体数 比率 事業体数 比率

用途別料金 1,095 99% 868 47%↓ 737 40%↓ 426 33%↓ 384 30%↓

口径別料金 11 1% 705 38%↑ 884 48%↑ 709 56%↑ 751 60%↑

その他 － － 270 15%↑ 229 12%↓ 140 11%↓ 130 10%↓

合計 1,106 100% 1,843 100% 1,850 100% 1,275 100% 1,265 100%

※平成16年から平成26年にかけて、市町村合併により事業体数が減少

水道料金改定に向けた検討
　平成 29 年 12 月市議会において「県内のほとんどの事業体は、口径別料金を採用している。大量の水
が必要で大きな水道メーターを設置している使用者が、サイズに応じた料金負担をすることが適正では
ないか」との一般質問に対して、「水道料金の抑制は重要な課題の 1つであり、問題意識を持ち検討して
いく」と答弁しています。

検討要因

① �人口の減少が続き、有収水量も減少している。

② �メーターのサイズが大きい事業所と一般家庭が同

じ料金になっている。

③ �使用水量が増えると、超過料金単価が安くなる。

④ �使用水量が、1か月10m3未満の人が全体の34％を占

め、割高な料金を負担している。

⑤ 市民から支持される料金改定にしたい。

⑥ 改定により、負担が大きくなる人もいる。

⑦ �リゾートマンションからは、市の投資に見合った収

入を得たい。

検討内容

① 経営分析を行い、必要な原価を検討

② 口径別料金体系の導入の検討

③ 超過料金の均一単価の検討

④ 基本水量の廃止の検討

⑤ 適正かつ公平性の検討

⑥ 緩和措置の検討

⑦ 特殊料金の必要性を検討

参考：日本水道協会「水道料金表」
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料金改定の柱となる基本方針

終わりに

することは収支見通しから難しいところです。
そのため、料金改定に向けた基本方針をしっか
りと定め、多くのみなさんから理解される改定
案を検討していきたいと考え、料金改定に向け
た基本方針を次のようにまとめました。

設置している当市にとっても他人事ではありま
せん。市内の重要な水管橋などの施設の点検を、
改めて実施する予定です。
　これまで４回にわたり南魚沼市水道事業の現
状と課題についてお知らせしてきました。これ
から迎える施設更新の時代に向けて、安心・安
全な水道を確実にみなさんに届けられるよう、
料金改定をはじめとする水道事業の課題に取り
組み、市民目線の意識を高めながら将来につな
がるよう、今後も努めていきます。

　現在の料金収入総額を確保することを前提に、
口径別料金体系に変更して試算すると、メーター
のサイズが小さく１か月 10m3 以下の使用者は、
料金値下げになります。一方で、メーターのサ
イズが大きい使用者は値上げになり、負担が増
えてしまいます。すべての使用者の負担を軽減

　今年の 10 月、和歌山県で河川に架かる鋼製の
水管橋が崩落する事故が発生し、大規模な断水
が長時間にわたり続いたために、市民生活に甚
大な影響を与えている様子が報道されました。
　地震や台風などの災害に伴う破損ではなく、
平時に発生した事故に、私たち水道事業者は大
きな衝撃を受けました。丈夫なはずの鋼製の水
管橋が、簡単に折れ曲がり落下する映像は、私
たちが抱いている鋼製施設の安全性に対する信
頼が、絶対的なものではないことを思い知らさ
れるものでした。魚野川などに鋼製の水管橋を

料金改定に向けた基本方針

１ 適正な給水原価を把握して、持続可能な運営を確保する料金水準

２ �口径別の料金体系に変更して、超過料金が徐々に安くなる設定は
改める

３ �一般用は基本水量（10m3）を廃止し、口径別の基本料金に１m3

ごとの超過料金を加算する方式を採用

４ �メーターサイズ13mmと20mmの設置者が、値上がりしないよう
に料金を設定（当市の水道加入件数のうち95％が13mmまたは
20mmを設置している）

５ �大きいサイズのメーターを設置している事業所などには、改定に
よる値上がりが軽減されるサイズ変更の検討を促し、増額を緩
和する措置を検討

６ �リゾートマンションと一般家庭用を、同一料金体系にできるのか
慎重に見極める
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マイナンバーカードを作りませんか
【問合せ】市民課 市民班　☎７７３・６６６１

　マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、ｅ
イ ー タ ッ ク ス

-Ｔａｘ
などの電子証明書を利用した電子申請など、さまざまなサービスにも利用できます。

　申請時か交付時のいずれかに申請者本人から市役所におこしいただく必要があります。申請から交付まで
１か月ほどかかります。（代理申請・交付についてはお問い合わせください）

申請・交付方法

交�付方法　窓口以外で申請
した人への交付

※�交付申請書は、本庁舎市民課、大和・塩沢市民センターで発行できます

市から交付通知書（はがき）
が自宅に届きます。

交付窓口で暗証番号を設定
してカードを受け取ります。

受け取り希望日の３日前ま
でに電話で予約をします。

必要なものを持って、予約
をした受け取り窓口まで、
本人がおこしください。
受け取りに必要なもの

□交付通知書（はがき）
□�本人確認書類２点（運転
免許証・パスポート・在
留カード・健康保険証・
学生証・社員証・診察券・
年金手帳・各種受給証
など）
□�通知カード、住民基本台
帳カード（持っている人）

窓口で申請
受付窓口　本庁舎市民課、大和・塩沢市民センター
申請に必要なもの
□�顔写真付き本人確認書類１点（運転免許証・パスポート・在留
カードなど）
※顔写真付き本人確認書類がない場合は、お問い合わせください
□その他の本人確認書類１点（健康保険証・学生証・社員証など）
□通知カード、住民基本台帳カード（持っている人）
□交付申請書
※�窓口で書類記入・暗証番号の設定を行います。申請時に本人が
来庁することで、郵送でカードを受け取ることが可能です

スマートフォンで申請
①スマートフォンのカメラで顔写真を撮影する。
②�交付申請書にあるＱＲコードから申請用ウェブサイトにアクセ
スし、画面に従って必要事項を入力して顔写真を添付して送信
する。

パソコンで申請
①デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存する。
②�交付申請用のウェブサイトにアクセスし、画面に従って必要事項
を入力して顔写真を添付して送信する。
※交付申請書に記載されている申請用ＩＤ（半角数字23桁）を入力

郵送で申請
　交付申請書に必要事項を記入し、写真を貼って郵便ポストに投
函する。（写真は自分でご用意ください）

マイナンバーカードでできること

※�マイナンバーとは、全住民に付番される 12 桁の番号です。社会保障や税な
どの分野で情報を効率的に管理するための制度で生涯使用するものです

新潟県マイナンバーカード新規取得キャンペーンが実施されます
　新潟県マイナンバー普及促進事業の一環で11月1日㈪～令和４年１月31日㈪に新規でマイナンバー
カードを申請した人の中から、抽選で 5,000 円相当の県の特産品がもらえます。詳しくは、新潟県特
設ウェブサイトか市ウェブサイトをご覧ください。不明な点は、お問い合わせください。

・公的な身分証明書、個人番号を証明する書類として利用できます。
・税の電子申告（ｅ - Ｔａｘ）に利用できます。
・�全国のコンビニエンスストアで各種証明書が取得できます。（南魚沼市は、
住民票・印鑑証明書・税証明書が発行対象）

・�保険証として利用できます。（医療機関によっては利用できない場合があ
ります。事前にマイナポータルで設定が必要です）
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　11 月以降、新型コロナワクチンの１回目・２回目の接種は、主に次の市内医療機関で行います。使用
するワクチンは、いずれもファイザー社ワクチンです。
１．予約方法

●希望する医療機関がある→各医療機関に予約申込み

●希望する医療機関がない→南魚沼市新型コロナワクチン接種対策室に連絡

　　　　　　　　　　　　 　市が医療機関と調整の上、接種医療機関や接種日時をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　 ☎ 775・7114（9：00～17：00　土・日曜日、祝日を除く）

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種情報

【問合せ】新型コロナワクチン接種対策室　☎７７５・７１１４

地域 医療機関 接種日・時間 予約受付時間

大
和
地
域

萌気園浦佐診療所
【小児対応】
☎ 090・2459・1000

月～金曜日　不定期
（電話かウェブで予約。診療所の
ウェブサイトをご確認ください）

電話予約
月～金曜日� 9：00～11：00
� 14：30～16：00 
ウェブ予約　24 時間対応

ゆきぐに大和病院
【小児対応】☎ 777・2111

土曜日� 13：00～14：00 火～金曜日� 13：30～15：30

うらさ耳鼻科クリニック
【小児対応】

月・火・木・金曜日
� 18：00～19：30

ウェブ予約　24 時間対応
※�クリニックのウェブサイトを
ご確認ください

六
日
町
地
域

城内診療所
☎ 775・2009

原則、金曜日� 14：30～15：30
月～金曜日� 10：00～11：30
� 15：00～16：00
※第４月曜日、祝日を除く

南魚沼市民病院
☎ 788・1174

金曜日� 14：30～16：30
※１回目接種は 11月12日㈮まで 予約受付は終了しました

齋藤記念病院
☎ 070・4560・7723

金曜日� 15：00～16：00 月・火・木・金曜日
� 14：00～16：00

萌気園二日町診療所
【小児対応（基礎疾患なし）】
☎ 080・2369・3627
☎ 778・0088

月～木曜日� 15：30～18：00
日曜日� 10：00～10：30
（電話かウェブで予約。診療所の
ウェブサイトをご確認ください）
※１回目接種は 12 月２日㈭まで

電話予約
月～金曜日� 9：00～11：00
� 14：00～16：00
ウェブ予約　24 時間対応

塩
沢
地
域

荒川診療所
☎ 782・0524

火曜日� 14：30～16：00
月・火・木・金曜日
� 8：00～17：30
土曜日� 8：00～17：00

風間内科医院
【小児対応】☎ 782・6688
※キャンセルは不可です。
　�２回目の接種は３週間後
の同じ曜日・時間となり
ますので、日程を確認の
うえご予約ください

１回目接種
12 月３日㈮、17 日㈮
� 15：00～16：00
12 月４日㈯、18 日㈯ 
� 10：00～11：00
※�接種日程は変更になる場合が
あります。詳しくは医院にご
確認ください

月・火・水・金曜日
� 10：00～12：00
� 15：00～17：00
木曜日� 15：00～17：00
土曜日� 10：00～12：00

中之島診療所
【小児対応】☎ 782・0130

金曜日� 16：00～16：30
月～金曜日� 13：30～17：30
第２・第４土曜日
� 8：30～11：30

※�【小児対応】の医療機関では、12～15 歳のワクチン接種を行っています。掲載のない医療機関は、
　予約受付を休止しています

２．個別接種を行っている医療機関一覧（令和３年 11月１日～令和４年１月31日まで）
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自宅での飲酒量が増えていませんか？
【問合せ】保健課　☎７７３・６８１１

　新型コロナウイルスの影響による外出自粛から孤立感を抱く人や、さまざまな要因から不安感を抱く人
が増えていると考えられています。このような気持ちを紛らわせるために飲酒量が増加したり、自宅で過
ごす時間が増えて長時間や多量に飲酒することで、アルコール依存症患者の増加が懸念されています。
　飲酒が与える体と心への影響を再認識し、適度な飲酒を心掛けましょう。

市民の飲酒の現状

アルコールのことで困ったら

アルコールによる社会生活への影響

適度な飲酒のコツ

アルコールによる心への影響

　市内の飲酒習慣のある人は県の平均より多く、令
和２年度に基礎健診を受けた人では、毎日飲酒をす
る習慣がある男性は 50 ～ 70 歳代で約半数を占め、
女性では特に 40歳代に多い傾向があります。また、
生活習慣病のリスクを高める飲酒量（男性２合以上、
女性１合以上）を毎日飲んでいた人は、男性で 50
～60歳代、女性で40～50歳代に多くなっています。

　アルコールに関連して、心身の健康や家庭生活、仕事などで困っていることがある場合は、早め
に専門家に相談しましょう。下記の相談窓口をご利用ください。家族からの相談にも応じます。自
分や家族だけで抱え込まず、ご相談ください。

事故・飲酒運転

　飲酒や酩酊により、交通事故、転倒・転落、溺水、
凍死などのさまざまな事故を引き起こす可能性が高
くなります。
飲酒に関連する暴力

　アルコールハラスメント、家庭内での暴言・暴力、
高齢者や児童への虐待などの飲酒に関連したトラブ
ルは、社会的にも重要な問題となっています。

うつ病・自殺

　アルコールには不安や憂うつな気持ちを
和らげる作用がありますが、これは一時的な
ものです。酔いがさめると、飲酒前より気分
の落ち込みがさらに悪化し、うつ病の誘因と
なることがあります。
　睡眠薬の代わりにアルコールを使用する
と、熟睡感が得られにくく、かえって眠りを
浅くします。
　また、アルコール・うつ・自殺はとても関
係が深いことがわかっています。
依存症

　アルコールは依存性のある嗜
しこう

好品です。繰
り返し多量に摂取すると、依存症になる可
能性があります。アルコール依存症になると、
病気の合併や失業、飲酒運転、家庭内でのト
ラブルなどの要因になることがあります。

適量を知る

　１日の目安量は、ビール 500 ㎖、日本
酒１合弱、焼酎（25 度）100 ㎖、ワイン
200 ㎖、ウイスキー 60 ㎖以下です。
※高齢者、女性はこの半分が目安です

飲み方を工夫

　何かを食べながら飲ん
だり、家族や友人と会話を
したりしながら、ゆっくり
と飲むようにしましょう。

休肝日をつくる

　週に２日程度の休肝日
を作りましょう。定期健診
を年に１回は受け、自分の
体をチェックしましょう。

相談窓口 電話番号 開設時間

保健課（本庁舎南分館） 773・6811
月～金曜日（祝日を除く）　８：30～17：15南魚沼地域振興局 健康福祉環境部

（南魚沼保健所） 772・8137

新潟いのちの電話（長岡） 0258・39・4343 毎日 24 時間対応こころの相談ダイヤル 0570・783・025

一人で悩まずに、相談窓口をご利用ください
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「雑がみ」として出せるもの

「雑がみ」として出せないもの

ごみにしない！
　　３R推進コーナー

「雑がみ」のリサイクルで、
可燃ごみの減量化に
ご協力ください！

【問合せ】廃棄物対策課　☎７８２・０３３９

出し方

　紙袋に入れてしばるか、雑誌などにはさんで、次
のいずれかの方法で出してください。
①�古紙類の収集日にごみステーショ
ンに出す

②地域の廃品回収に出す
③�市不燃ごみ処理施設（大和地域は
エコプラント魚沼）へ持ち込む

※�エコプラント魚沼では、封筒のセロハンや箱のフィ
ルムは、取り外さずにそのままでも出せます

出し方

　「もえるごみ」（大和地域は「燃やせるごみ」）の収集日にごみステーションに出してください。

雑がみとは 

　チラシ、紙袋、紙箱、封筒などで、新聞紙・
ダンボール・紙パック・雑誌・シュレッド紙
以外のリサイクルできる紙のことです。

雑がみを分別すると 

　分別して「古紙類」として出すことで、新た
な紙製品に生まれ変わります。また、可燃ごみ
の量が減り、指定ごみ袋の節約にもなります。

雑がみを分別してみましょう　「雑がみ」として出せるもの、出せないものに分けてみましょう。

お菓子などの紙箱
（開いてください）

においのついた
紙（洗剤や線香
の箱など）

紙袋
（紙以外の取っ
手は取り外す）

防水加工され
た紙（紙コッ
プなど）

包装紙

新聞紙

紙パック シュレッド紙

ダンボール

トイレット
ペーパーや
ラップの芯

写真や写真プ
リント用紙

コピー用紙、
メモ紙、
はがき

感熱紙（レシート、
ファックス用紙
など）

アルミ加工され
ている紙（酒パッ
クなどの裏が銀
色のもの）

カレンダー
（金属部分は
取り外す）

カーボン紙
（宅配便の
伝票など）

紙封筒
（セロハンは
取り外す）

油や汚れのつい
た紙（ケーキの
箱、ティッシュ
など）

ティッシュ箱
（取り出し口の
フィルムは取
り外す）

粘着物のつい
た封筒や圧着
はがき

上記以外で「古紙類」として出せるもの

※�種類ごとにひもでしばるなどして
出してください
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
本
誌
に
掲
載
し
て

い
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
中
止
や

延
期
・
内
容
が
変
更
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
各
問
合

せ
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
今
よ
り
も
う
少
し
楽
な
気
持
ち
で
人

と
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
を
、
め
ざ

し
て
み
ま
せ
ん
か
？
ま
ず
は
、
少
人
数
で

簡
単
な
ゲ
ー
ム
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
か
ら

始
め
ま
し
ょ
う
。

日
11
月
18
日
㈭

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

対�

市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39
歳
の

若
者

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〆
11
月
12
日
㈮

事
務
養
成
科
３
期

対�

パ
ソ
コ
ン
の
事
務
ス
キ
ル
と
マ
ナ
ー
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
学
び
、
就

職
を
希
望
す
る
人

期
12
月
９
日
㈭
～
令
和
４
年
３
月
８
日
㈫

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

時
午
前
９
時
10
分
～
午
後
３
時
50
分

会�

小
千
谷
市
民
学
習
セ
ン
タ
ー 

楽
集
館

〔
小
千
谷
市
上
ノ
山
４
丁
目
４

－

２
〕

定
15
人

費�

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
の
自
己
負
担

あ
り
）

申
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

〆
11
月
18
日
㈭

ワ
ー
ク
ト
ラ
イ
ア
ル

内�

ラ
ン
プ
制
御
・
木
材
加
工
・
壁
塗
り
施

工
・
金
属
加
工
の
体
験

対�

電
気
・
大
工
・
左
官
・
機
械
の
仕
事
に

興
味
が
あ
る
人

日
11
月
18
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

会
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

費
無
料

〆
11
月
16
日
㈫　

午
後
５
時

　

自
然
災
害
に
対
す
る
、
日
ご
ろ
か
ら
の

備
え
や
地
域
で
の
助
け
合
い
な
ど
「
自
主

防
災
活
動
」
に
つ
い
て
考
え
、
地
域
の
防

災
力
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
主

防
災
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

日
11
月
14
日
㈰　

　

�

午
後
１
時
30
分
～
３
時
（
開
場
：
午
後

１
時
）

会
南
魚
沼
市
民
会
館 

多
目
的
ホ
ー
ル

定
１
５
０
人

費
無
料

内�
自
主
防
災
組
織
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

基
調
講
演
、
市
内
自
主
防
災
組
織
へ
の

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
計
し
た
結
果
報

告
な
ど

申�

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
氏
名
・
住

所
・
連
絡
先
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

電
話
で
の
申
し
込
み
も
受
け
付
け
て
い

ま
す

〆
11
月
11
日
㈭

　

高
等
学
校
不
登
校
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ

も
り
な
ど
、
就
学
や
就
労
に
悩
む
若
者
を

家
族
と
し
て
ど
う
理
解
し
、
ど
う
支
え
る

か
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ひ
き
こ
も
り
支
援
や
家
族
支
援
を
研
究

し
て
い
る
斎
藤
ま
さ
子
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
参
加
し
ま
す
。

日
11
月
27
日
㈯

　

午
後
１
時
～
４
時

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

対�

市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39
歳
の

若
者
の
家
族

申�

前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

お知らせ
問問合せ  申申込み  日日時　  期期間

時時間　  会会場　  対対象　  資資格

定定員　  費費用　  〆締切　  内内容　

講講師　  相相談員  持持ち物  他その他　

Ｆファックス　　　 メール

催
し
・
講
座
・
募
集

問 

総
務
課 

防
災
庶
務
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
０

自
主
防
災
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

問�

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

若
者
支
援
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
開
催

問�

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

わ
が
子
の
自
立
を
願
う

家
族
の
集
い

問�
・
申 

新
潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

☎
０
２
５
・
７
９
４
・
２
４
１
０

魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

12
月
入
校
生
募
集
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費
５
，０
０
０
円

安
全
衛
生
教
育

①
低
圧
電
気
取
扱
特
別
教
育
コ
ー
ス

日
12
月
２
日
㈭
～
３
日
㈮

②�

フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
墜
落
制
止
用
器
具
特
別

教
育
コ
ー
ス

日
12
月
20
日
㈪

 

①
②
共
通
事
項

会
魚
沼
サ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル

申�

キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
教
習
所
株
式
会
社 

新

潟
教
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
５
・
２
３
２
・
７
６
１
１

日
11
月
23
日
（
火
・
祝
）

　

�

受
付
：
午
前
９
時
～
９
時
30
分
（
時
間

厳
守
）

会
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

費
高
校
生
以
上�

１
，０
０
０
円

　

中
学
生
以
下�

５
０
０
円

※
昼
食
代
を
含
む
・
当
日
集
金

申�

中
央
・
大
和
・
塩
沢
公
民
館
に
申
込
書

を
提
出
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん

〆
11
月
15
日
㈪

受
験
申
込
書
の
提
出

　

受
験
申
込
書
に
、
申
込
日
前
６
か
月
以

内
に
撮
影
し
た
写
真
３
枚
（
縦
４
㎝
×
横

３
㎝
、
裏
面
に
記
名
、
う
ち
１
枚
は
申
込

書
に
貼
付
）
を
添
え
て
、
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
で
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
（
郵
送
）
先

〒
９
４
９

－

６
６
９
６

　

南
魚
沼
市
六
日
町
１
８
０
‐
１

　

�

南
魚
沼
市
役
所 

総
務
部 

総
務
課 

人
事

係
〆
11
月
26
日
㈮

※�

郵
送
の
場
合
は
締
切
日
必
着
。
詳
し
く

は
、
試
験
案
内
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

３
部
作
セ
ミ
ナ
ー
コ
ー
ス
（
南
魚
沼
市
中

　

小
企
業
研
修
受
講
料
補
助
金
の
対
象
）

指
導
ス
キ
ル
向
上
研
修
コ
ー
ス

内�
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
キ
ル
、
指
導
ス
キ
ル

に
つ
い
て
、
最
新
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

論
や
認
知
行
動
療
法
を
用
い
た
講
話
や

ワ
ー
ク
を
通
し
て
学
び
ま
す
。

日
11
月
17
日
㈬　

　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

②�

前
記
の
認
定
を
受
け
た
後
、
相
談
支
援

機
関
ま
た
は
小
中
学
校
及
び
高
等
学

校
、
大
学
な
ど
で
、
相
談
支
援
業
務
に

つ
い
て
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す

る
人

③�

地
方
公
務
員
と
し
て
の
欠
格
事
項
に
該

当
し
な
い
こ
と
な
ど

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

１
次
試
験

試
験
科
目　

作
文
試
験

日
12
月
15
日
㈬

会
市
役
所
本
庁
舎

結�

果
通
知　

12
月
下
旬
に
受
験
者
に
結
果

を
通
知
し
ま
す
。

※�
合
格
者
の
受
験
番
号
を
市
掲
示
板
と
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

２
次
試
験

試
験
内
容　

面
接
試
験

日
１
月
中
旬

最
終
合
格
通
知　

２
月
上
旬

合
格
か
ら
採
用
ま
で

　

こ
の
試
験
に
よ
る
採
用
は
、
最
終
合
格

者
の
中
か
ら
決
定
す
る
も
の
で
、
令
和
４

年
４
月
１
日
を
採
用
日
と
し
ま
す
。

受
験
手
続

受
験
申
込
書
配
置
場
所

　

総
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※�

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
。
郵
送
希
望
者
は
、
郵
便
切
手
84
円

（
速
達
希
望
は
要
加
算
）
を
貼
付
し
た

返
信
用
封
筒
を
同
封
し
、
ご
請
求
く
だ

さ
い

　

郷
土
史
の
全
巻
発
刊
を
記
念
し
た
講
演

会
の
第
２
回
を
開
催
し
ま
す
。

日
11
月
27
日
㈯

自
然
の
部
：
午
後
１
時
～
２
時
30
分

近
世
の
部
：
午
後
２
時
45
分
～
４
時
15
分

会
南
魚
沼
市
図
書
館 

多
目
的
室

講�

自
然
の
部
：
富
永
禎
秀
氏
（
新
潟
工
科

大
学 

教
授
）、
近
世
の
部
：
本
田
雄
二

氏
（
新
潟
県
立
文
書
館 

会
計
年
度
任

用
職
員
）

定
各
30
人
（
先
着
順
）

費
無
料

〆
11
月
19
日
㈮

　

令
和
４
年
４
月
採
用
南
魚
沼
市
職
員
採

用
試
験
を
行
い
ま
す
。

職
種
・
採
用
予
定
人
員

　

臨
床
心
理
士　
　
　

１
人
程
度

資�

昭
和
57
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、

次
の
要
件
を
満
た
す
人

①�

公
益
財
団
法
人 

日
本
臨
床
心
理
士
資

格
認
定
協
会
の
認
定
に
係
る
臨
床
心
理

士
の
資
格
を
有
す
る
人

問�

・
申 

魚
沼
サ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル

☎
７
７
２
・
４
５
５
４

Ｆ
７
７
８
・
１
１
５
８

魚
沼
サ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル

11
月
・
12
月
受
講
生
募
集

問�
・
申 

社
会
教
育
課 

文
化
振
興
係　

☎
７
７
３
・
３
７
５
６

Ｆ
７
７
２
・
８
１
６
１

郷
土
史
発
刊
記
念
講
演
会
②

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

問�

・
申 

総
務
課 

人
事
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
０

南
魚
沼
市
職
員
募
集

問� �

囲
碁
・
将
棋
大
会
実
行
委
員
会
事

務
局

　

（
社
会
教
育
課 

生
涯
学
習
班
）

☎
７
７
３
・
６
６
１
０

第
17
回
南
魚
沼
市
囲
碁
・
将
棋
大
会

参
加
者
募
集
　
初
心
者
歓
迎
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業
に
取
り
組
む
人
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
成
長

さ
せ
る
た
め
に
、
第
一
線
で
活
躍
し
て
い

る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
関
係
者
の
知
見
や
知

識
を
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

日
11
月
15
日
㈪　

午
後
２
時
～
５
時

会
ホ
テ
ル
坂
戸
城

費
無
料

定
会
場
参
加
50
人

　

オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
１
０
０
人

※
い
ず
れ
も
先
着
順

申�

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
ア
ク
セ
ラ
レ
ー

シ
ョ
ン
南
魚
沼
」
の

専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

〆
11
月
12
日
㈮

　

南
魚
沼
市
幼
少
年
女
性
防
火
委
員
会
で

は
、
秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
に
あ
わ
せ

一
日
消
防
署
長
を
任
命
し
、金
城
幼
稚
園
・

保
育
園
の
園
児
と
一
緒
に
牧
之
通
り
で
街

頭
防
火
パ
レ
ー
ド
を
実
施
し
ま
す
。

　

園
児
の
み
な
さ
ん
が
元
気
に
防
火
Ｐ
Ｒ

を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
11
月
９
日
㈫　

　

午
前
10
時
～
11
時

会
塩
沢
牧
之
通
り

イ
ト
（「
消
費
者
問
題
講
演
会
」
で
検
索
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主�

催　

南
魚
沼
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、

魚
沼
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
南
魚
沼

市
、
魚
沼
市
、
湯
沢
町

講�

公
益
社
団
法
人 

全
国
消
費
生
活
相
談

員
協
会

日
11
月
27
日
㈯　

午
後
２
時
～
3
時
30
分

会
浦
佐
ホ
テ
ル
オ
カ
ベ

定
30
人

費
無
料

オ
ン
ラ
イ
ン
視
聴

用
意
す
る
も
の
　

　

�
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
済
み
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
ノ
ー

ト
パ
ソ
コ
ン
の
い
ず
れ
か

申�

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、専
用
フ
ォ
ー

ム
か
ら
申
し
込
む
か
、

電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

〆
11
月
22
日
㈪　

　

南
魚
沼
の
起
業
家
と
新
規
事
業
を
共
に

学
ぶ
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
ア
ク
セ
ラ
レ
ー

シ
ョ
ン
南
魚
沼
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
（
起
業
）
を
め
ざ
し

て
い
る
人
や
第
２
創
業
な
ど
の
新
た
な
事

　

丹
精
込
め
て
育
て
ら
れ
た
菊
約
１
，

０
０
０
鉢
が
、市
内
外
か
ら
集
合
し
ま
す
。

菊
の
歓
迎
ア
ー
チ
で
、
み
な
さ
ん
を
お
迎

え
し
ま
す
。

期
10
月
31
日
㈰
～
11
月
10
日
㈬

会
普
光
寺
境
内
〔
浦
佐
門
前
〕

費
無
料

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ト
ラ
ブ
ル
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
、
光
回
線
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の

ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
法
を
学
ぶ
講
座
で
す
。

　

ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
Ｚズ

ー

ム

ｏ
ｏ
ｍ
を
使

用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
視
聴
も
可
能
で
す
。

参
加
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

問� 
大
和
観
光
協
会☎

７
７
７
・
３
０
５
４

第
36
回
魚
沼
菊
花
展
・
浦
佐
菊
ま
つ
り

問� 

消
防
本
部 

予
防
課

☎
７
８
２
・
５
３
３
０

塩
沢
牧
之
通
り
で
防
火
パ
レ
ー
ド
を
実
施

問 

商
工
観
光
課

☎
７
７
３
・
６
６
６
５

「
第
２
回
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
ア
ク
セ
ラ

レ
ー
シ
ョ
ン
南
魚
沼
」
参
加
者
募
集

第 35 回魚沼菊花展・浦佐
菊まつりの様子

※�すべて全血４００ml 献血。日程・会場は変更する場合があります

日にち 会場 受付時間

16日㈫

日本電産コパル株式会社新潟事業所 9：30～11：00

株式会社セイタン 12：40～13：30

北里大学保健衛生専門学院
10：30～13：00

14：15～16：30

 問 保健課（献血担当）☎７７３・６８１１献血にご協力ください～ 11 月の献血日程～

問 

商
工
観
光
課

☎
７
７
３
・
６
６
６
５

魚
沼
地
域
定
住
自
立
圏
事
業

消
費
者
問
題
講
演
会

「
ネ
ッ
ト
・
ス
マ
ホ
ト
ラ
ブ
ル
か

ら
身
を
守
る
た
め
に
」
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　

看
護
職
を
め
ざ
し
た
い
、
看
護
職
に
興

味
が
あ
る
、
再
就
職
し
た
い
け
ど
不
安
、

希
望
の
職
場
を
探
し
た
い
、
短
時
間
で
あ

れ
ば
働
き
た
い
、
看
護
職
員
を
採
用
し
た

い
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
毎
週
水
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

会
南
魚
沼
市
図
書
館

申�

事
前
に
電
話
か
看
護
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
ご
予
約
く
だ
さ
い

費
無
料

※�

再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
、
各
種
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
新
潟
県
看
護
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

11
月
12
日
㈮
～
18
日
㈭
は
、
全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週

間
で
す
。
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委
員

が
、
女
性
の
人
権
に
関
す
る
電
話
相
談
に

応
じ
ま
す
。

内�

差
別
・
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
夫
婦
間
の

問
題
な
ど
女
性
の
人
権
に
関
す
る
相
談

日�

・�

11
月
12
日
㈮
、
15
日
㈪
～
18
日
㈭　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

・
11
月
13
日
㈯
・
14
日
㈰

　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

相
談
先　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

　　

女
性
を
対
象
と
し
た
、
女
性
人
権
擁
護

委
員
に
よ
る
人
権
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
内
容

・
離
婚
問
題

・
家
庭
や
職
場
の
ト
ラ
ブ
ル

・�

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
か
ら
の
暴
力
、

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、
女

性
に
関
す
る
人
権
問
題

日
11
月
11
日
㈭

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

会
・
市
民
会
館
２
階 

婦
人
会
館
・
和
室

　

・�

小
出
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
〔
魚

沼
市
小
出
島
１
２
４
０

－

２
〕

相
女
性
人
権
擁
護
委
員

　

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口
は

公
益
社
団
法
人 
新
潟
県
看
護
協
会
が
運

営
し
て
い
る
、
求
人
や
求
職
の
た
め
の
相

談
窓
口
で
す
。

高
等
学
校
不
登
校
な
ど
に
悩
む
義
務
教

育
終
了
～
39
歳
の
若
者
と
家
族

日
①
11
月
22
日
㈪

　
　

午
後
２
時
～
３
時

　

②
12
月
２
日
㈭

　
　

午
前
10
時
～
11
時

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

〆
①
11
月
18
日
㈭

　

②
11
月
30
日
㈫

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

他�

相
談
員
に
よ
る
電
話
・
来
所
相
談
に
、

随
時
応
じ
ま
す
。

　　

民
事
と
家
事
の
紛
争
に
つ
い
て
、
調
停

制
度
の
利
用
に
関
す
る
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
11
月
18
日
㈭

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

会�

ア
オ
ー
レ
長
岡 

多
目
的
室
Ａ
・
Ｂ
（
ア

リ
ー
ナ
内
２
階
）〔
長
岡
市
大
手
通
１

丁
目
４
番
地
10
〕

相
談
内
容

　

�

交
通
事
故
、
金
銭
、
土
地
建
物
、
公
害
、

家
庭
の
問
題

相
談
員
　

・
新
潟
地
方
裁
判
所
所
属
調
停
委
員

・
新
潟
家
庭
裁
判
所
所
属
調
停
委
員

　

マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
11
月
18
日
㈭　

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
30
分
）

〆
11
月
17
日
㈬　

正
午

申�

電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
（
受
付
：
午

前
９
時
～
午
後
４
時
）

※�

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
し
込
み
時
に
相
談
員
が
概

要
を
伺
い
ま
す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て

は
、
お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す

　

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
悩
み
を
話
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

対�

市
内
在
住
の
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
・

く
ら
し
・
相
談

問�

・
申 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２
・
２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 

問 �

法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

問�

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の

相
談
会
」
～
秘
密
厳
守
～

問 �

長
岡
地
区
調
停
協
会

☎
０
２
５
８
・
３
５
・
２
１
４
１

調
停
相
談
会

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問 �

法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

女
性
の
た
め
の
人
権
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問�

・
申 

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
南
魚

沼
相
談
窓
口
（
図
書
館
内
）

☎
０
７
０
・
２
１
７
５
・
６
０
１
２

☎
０
２
５
・
２
３
３
・
６
０
１
１

（
相
談
日
以
外
の
問
合
せ
先
）

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

南
魚
沼
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

地
以
外
の
土
地
に
住
宅
を
新
築
し
た

・�

家
屋（
店
舗
や
事
務
所
な
ど
）の
全
部
ま

た
は
一
部
の
用
途
を
住
宅
に
変
更
し
た

・�

土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
（
住
宅

用
地
の
一
部
を
貸
し
駐
車
場
に
し
た
と

き
な
ど
）

住
宅
用
地
と
は

　

住
宅
と
し
て
使
用
す
る
家
屋
の
敷
地
で

す
。
工
場
・
倉
庫
・
店
舗
・
事
務
所
な
ど

の
敷
地
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

住
宅
用
地
の
軽
減
率

２
０
０
㎡
以
下
（
小
規
模
住
宅
用
地
）
：

６
分
の
１
に
軽
減

２
０
０
㎡
を
超
え
る
部
分
（
一
般
住
宅
用

地
）：
３
分
の
１
に
軽
減

※�

い
ず
れ
も
課
税
標
準
額
を
軽
減
す
る
措

置
。
住
宅
用
地
に
建
つ
家
屋
の
総
床
面

積
の
10
倍
ま
で
を
限
度

家
屋
の
取
り
壊
し
、
所
有
者
の
変
更
が

あ
っ
た
ら
届
け
出
を

　

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
忘
れ
ず

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
さ
れ
て
い
な
い
未
登
記
家
屋

　

相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
で
所
有
者
が

変
わ
っ
た
場
合
は
「
家
屋
所
有
者
（
権
）

の
変
更
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
が
な
い
と
、
旧
所
有
者
に
課
税

が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
・
届
提
出
先

　

税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

25
日
は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際

日
」
で
す
。

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
性
犯

罪
・
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買

春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
人
権

を
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

早
め
の
相
談
が
問
題
解
決
へ
の
第
一
歩
で

す
。

相
談
先

Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
＃
８
０
０
８

Ｄ
Ｖ
相
談
＋
（
プ
ラ
ス
）

　

☎
０
１
２
０
・
２
７
９
・
８
８
９

�

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
＃
８
８
９
１

警
察
相
談
専
用
電
話

　

☎
＃
９
１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

　

住
宅
用
地
に
は
、
固
定
資
産
税
を
軽
減

す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る

場
合
は
、申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

雑
種
地
・
山
林
・
原
野
な
ど
、
住
宅
用

空
き
家
・
空
き
店
舗
で
あ
る
旨
を
表
示

し
た
広
告

・�

電
気
、
水
道
ま
た
は
ガ
ス
の
使
用
中
止

日
が
確
認
で
き
る
書
類

・�

そ
の
他
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
容
易
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

④�

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
後
の
利
用
に

つ
い
て
確
認
が
で
き
る
書
類

⑤�

申
請
の
あ
っ
た
土
地
等
に
係
る
登
記
の

全
部
事
項
証
明
書

申
請
書
の
提
出
先　

税
務
課
（
本
庁
舎
）

※�

「
低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
」
は
、
特

例
措
置
の
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

確
約
す
る
書
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申

請
か
ら
発
行
ま
で
に
７
～
10
日
程
度
か

か
り
ま
す
。
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
の

手
続
き
期
限
を
考
慮
し
、
余
裕
を
も
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い

発
行
手
数
料

　

１
件
：
３
０
０
円

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
所
得
の
確
定
申

告
に
係
る
問
い
合
わ
せ

　

小
千
谷
税
務
署

　

☎�

０
２
５
８
・
８
３
・
２
０
９
０
（
自
動

音
声
案
内
）

　

11
月
12
日
㈮
～
25
日
㈭
は
「
女
性
に
対

す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
、
11
月

　

個
人
が
、
令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
譲
渡
の

年
の
１
月
１
日
に
所
有
期
間
が
５
年
を
超

え
、
土
地
と
そ
の
上
物
の
取
引
額
の
合
計

が
５
０
０
万
円
以
下
な
ど
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
低
未
利
用
土
地
等
（
空
き

家
・
空
き
地
・
空
き
店
舗
な
ど
）
を
譲
渡

し
た
場
合
、
そ
の
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

１
０
０
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
譲
渡
所
得
の
控
除
を
受
け
る
に

は
、
市
町
村
が
発
行
す
る
「
低
未
利
用
土

地
等
確
認
書
」
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の
税

務
署
へ
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
の
発
行

申
請
に
必
要
な
も
の

①
低
未
利
用
土
地
等
確
認
申
請
書

※�

申
請
書
は
税
務
課
ま
で
。
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（「
低
未
利
用
土
地
」
で
検
索
）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

②
売
買
契
約
書
の
写
し

③�

低
未
利
用
土
地
等
の
譲
渡
前
の
利
用
に

つ
い
て
確
認
が
で
き
る
次
の
い
ず
れ
か

の
書
類

・�

市
の
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
が
確
認

で
き
る
書
類

・�

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
現
況
更
地
・

問�
・
申 

税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

住
宅
用
地
な
ど
の
利
用
状
況
変
更

に
伴
う
手
続
き

問 �

税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

空
き
地
・
空
き
家
な
ど
を
譲
渡
し

た
場
合
の
特
例
措
置

問� 

こ
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
５
・
７
９
０
２

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
た
め
に
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催
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ら
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・
相
談

健
康
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福
祉
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育
て
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ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

※�

既
存
車
両
を
改
造
す
る
場
合
、
改
造
前

の
車
の
写
真
、
車
検
証

申�

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

精
神
疾
患
で
入
院
し
て
医
療
費
を
支

払
っ
た
人
に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

対�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
、
精
神
疾
患
を
支
給
事

由
と
す
る
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
※
次
に
該
当
す
る
人
は
対
象
外
で
す

・�

生
活
保
護
世
帯

・�

一
定
の
所
得
額
を
超
え
る
世
帯

・�

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成（
県
障
）

の
受
給
者
の
う
ち
、
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る

申
請
に
必
要
な
も
の

　

�

保
険
証
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

年
金
証
書

②
介
護
者
に
よ
る
運
転
の
場
合

　

上
限
40
万
円
で
実
支
出
額
を
助
成
。
た

だ
し
、
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
の
課
税
状

況
で
改
造
費
の
３
分
の
２
ま
た
は
２
分
の

１
を
助
成
。

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

・�

市
内
に
住
所
が
あ
る

・�

改
造
に
よ
っ
て
社
会
参
加
の
日
数
が
６

か
月
以
上
継
続
し
て
、
週
１
日
以
上
ま

た
は
月
４
日
以
上
見
込
ま
れ
る

・�

過
去
５
年
間
に
本
制
度
に
よ
る
助
成
を

受
け
て
い
な
い

①
本
人
が
運
転
す
る
場
合

　

上
肢
、
下
肢
、
体
幹
不
自
由
の
１
級
ま

た
は
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
。
ま
た
は
身
体
障
害
者
手
帳
を
所

持
し
、
運
転
免
許
に
改
造
要
件
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

②�

介
護
者
に
よ
る
運
転
の
場
合

　

１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
所
持
し
、
車
い
す
を
利
用
し
て
い
る
。

※�

世
帯
に
市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円
以

上
の
人
が
い
る
場
合
は
対
象
外

申
請
に
必
要
な
も
の

　

・�

身
体
障
害
者
手
帳

・�
改
造
費
用
の
わ
か
る
見
積
書
（
既
製
改

造
車
購
入
の
場
合
は
改
造
車
と
標
準
車

の
２
種
類
）

・�

カ
タ
ロ
グ

・�

運
転
免
許
証

・�

社
会
参
加
の
日
数
を
確
認
で
き
る
書
類

（
通
勤
、通
学
、通
所
、通
院
証
明
な
ど
）

健
康
・
福
祉

運
転
免
許
取
得
費
の
助
成

　

第
１
種
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得

す
る
費
用
の
３
分
の
２
を
助
成
し
ま
す
。

※
限
度
額
は
10
万
円

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

・�
市
内
に
住
所
が
あ
る

・�

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
４
級
）
を
所

持
し
て
い
る

・�

免
許
を
取
得
に
よ
り
就
労
な
ど
、
社
会

参
加
が
見
込
ま
れ
る

申
請
に
必
要
な
も
の

　

身
体
障
害
者
手
帳

※�

自
動
車
学
校
に
入
校
す
る
前
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
助
成
金
は
免
許
取
得

後
に
支
払
わ
れ
ま
す

自
動
車
改
造
費
の
助
成

　

就
労
な
ど
の
社
会
参
加
の
た
め
に
自
動

車
を
改
造
し
た
場
合
に
、
改
造
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

助
成
額

①
本
人
が
運
転
す
る
場
合

　

上
限
10
万
円
で
実
支
出
額
を
助
成
。

　　

10
月
1
日
㈮
か
ら
新
潟
県
最
低
賃
金
が

時
間
額
８
５
９
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

県
内
で
働
く
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
を
含
む
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

使
用
者
も
労
働
者
も
最
低
賃
金
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

　

新
潟
県
が
国
土
交
通
省
か
ら
認
可
を
受

け
た
、
都
市
計
画
道
路
事
業
の
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
縦
覧
し

ま
す
。

縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課

施
行
者
の
名
称　

新
潟
県

都
市
計
画
事
業
の
名
称

　

�

南
魚
沼
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
３
３
号

塩
沢
中
央
通
り
線

事
業
地
の
所
在
地

　

�

南
魚
沼
市
塩
沢
字
後
ノ
田
及
び
字
来
清

地
内
（
塩
沢
駅
か
ら
牧
之
通
り
ま
で
の

間
）

�

問 �
新
潟
労
働
局 

労
働
基
準
部 

賃
金
室

☎
０
２
５
・
２
８
８
・
３
５
０
４

最
低
賃
金
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

問 �

都
市
計
画
課 

都
市
計
画
係 

 

☎
７
７
３
・
６
６
６
２

都
市
計
画
道
路
事
業 

認
可
図
書
の
縦
覧

問� 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

身
体
障
が
い
者
の
運
転
免
許
取

得
費
・
自
動
車
改
造
費
の
助
成

健
康
・
福
祉

問� 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

精
神
障
が
い
者
へ
の
入
院
医
療
費
助
成
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催
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身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら

な
い
、
軽
度
ま
た
は
中
等
度
難
聴
児
の
言

語
の
習
得
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
向
上
を
図
る
た
め
、
補
聴
器
購
入
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対�

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
18
才
未
満

の
難
聴
児

・�

市
内
に
住
所
が
あ
る

・�

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ
ル
以

上
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
も
の

※�

医
師
が
補
聴
器
の
装
用
を
必
要
と
認
め

た
場
合
は
助
成
の
対
象
と
し
ま
す

・�

補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
、
言
語
の
取
得

な
ど
に
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と

医
師
が
判
断
し
た
も
の

助�

成
内
容　

補
聴
器
の
種
類
ご
と
に
定
め

る
基
準
額
と
見
積
り
額
の
い
ず
れ
か
少

な
い
額
の
２
／
３
を
助
成
し
ま
す
。

※�

世
帯
内
に
市
民
税
所
得
割
の
課
税
額
が

46
万
円
以
上
の
人
が
い
る
場
合
や
助
成

決
定
前
に
購
入
し
た
場
合
は
対
象
外

申�

申
請
書
、
医
師
の
意
見
書
、
補
聴
器
の

見
積
書
な
ど
を
福
祉
課 

障
が
い
福
祉

係
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

問� 

福
祉
課 
障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
の

補
聴
器
購
入
費
助
成

補聴器の種類
１台当たりの

基準価格
基準価格に含まれるもの 耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型 43,200円

①補聴器本体（電池を含む）
②イヤーモールド
※�イヤーモールドを必要としな
い場合は、基準価格から 9,000
円を除く

原則５年

軽度・中等度難聴用耳かけ型 52,900円

高度難聴用ポケット型 43,200円

高度難聴用耳かけ型 52,900円

重度難聴用ポケット型 64,800円

重度難聴用耳かけ型 76,300円

耳あな型（レディメイド） 96,000円

耳あな型（オーダーメイド） 137,000円 補聴器本体（電池を含む）

骨導式ポケット型 70,100円
①補聴器本体（電池を含む）
②骨導レシーバー
③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型 127,200円

①補聴器本体（電池を含む）
②平面レンズ
※�平面レンズを必要としない場
合は、基準価格から１枚につ
き 3,600円を除く

補聴援助システム（受信機） 92,000円 －

補聴援助システム
（オーディオシュー） 5,000円 －

補聴援助システムの購入に関する補足説明
１�　補聴器と併せて補聴援助システムを必要とする場合は、補聴器と補聴援助システムの基準額を合
算した額を基準額とします。

２　既に補聴器を装着している対象者は、単独で補聴援助システムを助成の対象にできます。

※詳しくは、お問い合わせください

補聴器購入費助成基準額表
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

午前：月曜～土曜　　 〈受付〉 8：00～11：00　〈診療〉 9：00～
午後：月曜、水～金曜 〈受付〉 12：30～15：00　〈診療〉 13：30～
　　　㊟　火曜　　　 〈受付〉 12：30～15：30　〈診療〉 14：00～

11月の城内診療所 診療担当医師（予定表）
受付・診療時間

◎来院時はマスクの着用をお願いします。 【問合せ】  城内診療所　☎ 775･2009

月 火 水 木 金 土 日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 休診日

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

髙　橋 田　中 休　診 髙　橋 髙　橋 休  診 休  診

８日 ９日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日

髙　橋 田　中 松　田 髙　橋 髙　橋 福本 休診 休  診

15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日

髙　橋 田　中 髙　橋 髙　橋 髙　橋 休　診 休  診

22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日

休　診 休　診 松　田 髙　橋 髙　橋 髙橋 休診 休  診

29 日 30 日 ◎�自宅まで送迎します（午前のみ。原則、城内・五十沢・大巻・
　大崎地区）　電話か窓口でお申し込みください。
◎11 月 1 日からインフルエンザの予防接種を開始します（予約不要。
　火曜日は定期受診者のみの接種）

髙　橋 田　中

ま
で
に
更
新
認
定
の
結
果
が
出
る
見
込

み
」
の
人
は
、
結
果
が
出
る
ま
で
認
定
書

を
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
「
く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
」
は
、
子
ど
も
の

育
て
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る
保
護
者
や
障

が
い
な
ど
が
あ
り
支
援
が
必
要
な
子
ど
も

の
保
護
者
の
集
ま
り
で
す
。

　

定
期
的
に
情
報
交
換
や
勉
強
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
保
育
士
に
子
ど
も
を
預
け

て
参
加
で
き
ま
す
。

日
11
月
30
日
㈫

　

午
前
10
時
～
11
時

会�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

子
育
て
の
駅

「
ほ
の
ぼ
の
」

内
先
輩
マ
マ
と
話
を
し
よ
う

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

　

所
得
税
・
住
民
税
に
は
、
障
が
い
者
や

障
が
い
者
を
扶
養
し
て
い
る
人
の
経
済
的

な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
障
が
い
者

控
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険
法
の

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
障
が

い
者
に
準
ず
る
状
態
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
人
も
対
象
で
す
。

　

年
末
調
整
の
た
め
に
、
年
内
に
認
定
書

が
必
要
な
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

年
末
調
整
用
の
認
定
書
の
交
付
を
受
け

な
い
対
象
者
に
は
、
令
和
４
年
１
月
下

旬
に
認
定
書
を
送
付
し
ま
す

認
定
書
の
交
付
対
象
者

　

令
和
３
年
12
月
31
日
現
在
、
65
歳
以
上

の
要
介
護
認
定
者
で
「
障
が
い
者
」「
特

別
障
が
い
者
」
に
該
当
す
る
人
。

※�

令
和
3
年
中
に
亡
く
な
っ
た
人
も
対

象
。
要
介
護
認
定
者
で
も
基
準
に
該
当

し
な
い
場
合
は
障
が
い
者
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん

受
付
期
間

　

　

11
月
１
日
㈪
～
12
月
24
日
㈮

申�

請
窓
口　

介
護
保
険
課
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー

認
定
書
を
交
付
で
き
な
い
場
合

　

認
定
書
の
申
請
日
時
点
で
「
要
介
護
認

定
の
結
果
が
出
て
い
な
い
」「
12
月
31
日

子
育
て
・
教
育

問 �

保
健
課

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

問
・
申 

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
係

☎
７
７
３
・
６
６
７
５

年
末
調
整
用
「
障
が
い
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
の
交
付
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催
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愛
の
鞭む

ち

ゼ
ロ
作
戦

　
「
し
つ
け
」
が
行
き
過
ぎ
る
と
虐
待
に

当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
つ
け
と
称

し
て
叩
い
た
り
怒
鳴
っ
た
り
す
る
こ
と

は
、
子
ど
も
の
成
長
の
助
け
に
な
り
ま
せ

ん
。

　

体
罰
・
暴
言
は
子
ど
も
の
脳
の
発
達
に

さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
最
近

の
研
究
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
体
罰
や

暴
言
に
よ
る
「
愛
の
鞭
」
は
捨
て
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
気
持
ち
に
寄
り

添
い
な
が
ら
、
み
ん
な
で
前
向
き
に
育
ん

で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
が
言
う
事
を
聞
か
な
い
な
ど
、

イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
は
だ
れ
に
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
ん
な
時
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
民
の
健
康
づ
く
り
に
自
転
車
を
活
用

し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
市
民
限
定
の
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
サ
ー
ビ
ス
を
今
年
の
７
月
に

ス
タ
ー
ト
し
、
11
月
14
日
㈰
ま
で
実
施
し

て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
市
内
在
住
の
18

歳
以
上
の
女
性
（
高
校
生
を
除
く
）
を
対

象
に
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
、
試
験
的
に

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

最
新
の
電
動
ア
シ
ス
ト
付
き
自
転
車
を

用
意
し
て
い
ま
す
。秋
の
健
康
づ
く
り
に
、

お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

費
１
回
２
０
０
円
（
保
険
料
）

※
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
貸
し
出
し
は
無
料

申
大
原
運
動
公
園
か
、
デ
ィ
ス
ポ
ー
ト
南

　

魚
沼
の
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

公
式
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
申
し
込
み
も
で
き

ま
す
。
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
友
達
追

加
を
行
い
、
登
録

手
続
き
を
進
め
て

く
だ
さ
い

　

児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き

問
題
で
す
。
児
童
虐
待
か
も
？
と
思
っ
た

ら
す
ぐ
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の

電
話
で
救
わ
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
連

絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。
連

絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。

　
「
妊
娠
し
た
け
れ
ど
、
ち
ゃ
ん
と
育
て

ら
れ
る
か
な
。
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
ば
か

り
い
る
、
自
分
の
睡
眠
が
と
れ
な
い
、
疲

れ
て
イ
ラ
イ
ラ
す
る
。
子
ど
も
へ
の
接
し

方
は
こ
れ
で
い
い
の
？
」

　

不
安
や
困
り
ご
と
の
多
い
妊
娠
期
や
子

育
て
期
。
こ
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
は
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
（
０
歳
～

18
歳
）
の
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
の
質
問
や
相

談
の
窓
口
で
す
。

　

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、
相
談
の
内
容

に
応
じ
た
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
、
関

係
す
る
機
関
と
連
携
し
て
子
ど
も
と
家
庭

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
の
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問 �

こ
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
７
５
・
７
９
０
２

妊
娠
期
や
子
育
て
の
悩
み

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

問 �

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
１
８
９
（
夜
間
・
休
日
も
対
応
）

　

 

こ
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
７
５
・
７
９
０
２

　

 

南
魚
沼
児
童
相
談
所

　

☎
７
７
０
・
２
４
０
０

１い
ち
は
や
く

８
９ 

「
だ
れ
か
」
じ
ゃ
な
く
て

「
あ
な
た
」
か
ら

～
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
～

ス
ポ
ー
ツ

問� �

大
原
運
動
公
園
（
㈱
ベ
ー
ス
ボ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
社
）

☎
７
８
３
・
３
５
３
３

市
民
限
定
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
サ
ー
ビ
ス

「
Ｓ
ａ
ｐ
ｏ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
（
サ
ポ
チ
ャ
リ
）
」

を
11
月
14
日
ま
で
実
施
し
て
い
ま
す

0
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児童相談所での児童虐待相談対応件数の推移

（人）

平
成
２
年
度

平
成
４
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平
成
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年
度

平
成
８
年
度

平
成
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平
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平
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平
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16
年
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平
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平
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20
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平
成

22
年
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平
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24
年
度

平
成

26
年
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平
成

28
年
度

平
成

30
年
度

令
和
２
年
度

※�令和２年度中に全国の児童相談所が児童虐待相
談として対応した件数は 205,029 件（速報値）で、
過去最多（厚生労働省ウェブサイトより）
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